
総務課 問い合わせ　総務課　財政係 まで 

　平成19年6月「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され、平成19年度決算から健全化判断
比率・資金不足比率を公表しています。今回は平成21年度決算に基づいて算定した指標をお知らせします。
詳しくは八百津町ホームページに掲載しております。 

●健全化判断比率等の公表について 

建設課 問い合わせ　建設課　建築住宅係 まで 

●八百津都市計画の変更案の縦覧 

健全化判断比率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：%） 

資金不足比率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：%） 
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※実質赤字、連結実質赤字とならなかったため「－（該当なし）」で表示し、参考までに黒字の比率を（△） 
　で表示しています。 

特別会計の名称 資金不足比率 
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 ※資金不足とならなかったため「－（該当なし）」で表示しています。 

【用語解説】 

実 質 赤 字 比 率   
連結実質赤字比率 
実質公債費比率  
 
 
 
 
 
将 来 負 担 比 率  
 
資 金 不 足 比 率  
標 準 財 政 規 模  

一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率  
全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率 
一般会計等が負担する元利償還金等の標準財政規模に対する比率で、一部事務組合へ
の負担金や公営企業会計に対する繰出金のうち元利償還金相当分なども要素に加えら
れています。この比率が18％を超えると地方債を発行する際に、国の同意ではなく、
許可が必要になります。また、25％以上になると財政健全化団体となり一部の地方債
の発行が、35％以上になると財政再生団体となり多くの地方債の発行が制限されます。
   
地方債の残高をはじめ一般会計等が、将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に
対する比率です。 
公営企業会計の資金不足額の事業規模に対する比率です。 
自治体が通常の行政サービスを提供するために必要な一般財源をどの程度もっている
のかを表す指標で、普通交付税と地方税が主なものです。自治体の財政状況を一定の
基準で分析する場合などに利用されます。        
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八百津都市計画　都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更案について 
 
□変更案に対し、ご意見のある方は、縦覧期間中、県に意見書を提出することができます。 
□縦覧期間　11月8日（月）～11月22日（月）（土・日曜日、祝祭日を除く） 
□縦覧時間　午前9時～午後5時 
□縦覧場所・照会先　岐阜県庁都市政策課（1058-272-8648） 
　　　　　　　　　　または八百津町建設課（10574-43-2111） 
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